
報告資料「 

平成「 6 年「「 月 2 9 日 

第 2 回厚生科学審議会感染症分科会 

結核部会結核医療に 関する検討 /] 、 委員会資料 

今後の結核病床の 在り方について 

～医療計画上の 結核病床の基準病床数について ～ 

結核感染症課 

「・結核病床数・ 病床利用率の 推移   
平成 1 3 年 平成 1 4 年 平成 1 5 年 

  2@ 0,8@ 4@ 7 1@ 7,5 5 8 1@ 4,5@ 0@ 7 

づ 人口「 0 乃村病床数は、 平均「「・ 4 で、 4.1 ( 山形県 ) ～ 3 6.1 ( 高知県 ) 

[8,8 借の庸 き ] 

(2) 病床利用率 ( 単位 : 胚 ) 

平成 1 3 年 平成 1 4 年 平成 1 5 年 

病床利用率 4  3  . 7 4  5  . 3 4  6  . 3 

つ 1 4.2 ( 島根県 ) ～ 7 3.1 U 山形県 ) [5, 7 倍の開き ] 

(3) 平均在院日数 

平成 1 3 年 平成 1 4 年 平成「 5 年 

平均在院日数 9  4  . 0 8  8  .0 8  2  . 2 

づ 43.5 日 ( 福井県 ) ～「 3 0 ・ 2 日 ( 和歌山県 ) [5.0 倍の庸 ぎ ] 

2. 医療計画をめぐる 最近の動き 

  「医療計画の 見直し等に関する 検討会」のワーキンババルーフ 報告書 ( 平成 1 6 年 9 月 ) 

において、 仮に基準病床を 廃止する場合の 最低限必要な 条件として以下の 仕組みが列挙 

されている。 

①入院治療の 必要性を検証できる 仕組み 

②入院治療が 必要なくなった 時点で、 退院を促す仕組み 

③地域に参入する 医療機関の診療内容等の 情報が公開され、 患者による選択が 促進さ 

ね 、 医療の質の向上と 効率化が図られる 仕組み 

④救急医療やへき 地医療等政策的に 必要な医療に 関し採算に乗らない 地域では、 担当 

する医療機関に 対して、 補助金や診療報酬上の 評価、 その他の手法により、 引き続 

き 医療サービスの 提供を保障あ るいは促進することができる 仕組み 
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④ 救急医療やへき 地医療等政策的に 必要な医療に 関し採算に乗らない 地域では、 担当 

する医療機関に 対して、 補助金や診療報酬上の 評価、 その他の手法により、 引き続き 

医療サービスの 提供を保障あ るいは促進することができる 仕組み 

づ 「結核患者収容モデル 事業」を活用することにより、 医療サービスの 提供を保障・ 促 

進することが 可能となる。 

( Ⅹ ) 技術的助言としての 必要病床数 ( 案 ) 

都道府県が必要結核病床数を 算出する際に 考慮すべき事項を 以下の通りとし、 下記「 ) 

及び 2) を合計した数値を 必要病床数とすることが 望ましい。 

1 ) 新規 喀 漆塗抹陽性患者の 感染性消失までの 期間の入院に 要する病床数 

2) 公衆衛生上の 理由による ( 慢性排菌等 ) 長期の入院に 要する病床数 

[ 参考 ] 

「．現行の基準病床算定式 ( 結核 ) 

区 (A 巳 +C 一 D) Ⅰ 三 

A : 当該区域の性別・ 年齢別人口 

B : 厚生労働大臣の 定める当該区域の 属する都道府県の 区域を含む地方ブロックの 性 

別、 年齢階級別入院率 

      当該区域に所在する 病院の入院患者のうち 当該区域以外の 区域に住所を 有する者の 
数 

D : 区域外入院患者数 

E : 病床利用率 (0. 8 9) 

2. 慢性排菌者・ 多剤耐性肺結核 

平成 1 5 年末現在、 2 年以上登録されており、 かつ 1 年 以内に 菌 陽性であ った肺結核 

患者は 7 3 1 名であ り、 このうち入院患者は 3 2 9 名。 平成 1 2- 年度結核緊急実態調査 

報告によると、 慢性排菌者のうち 8 0% に I NH 耐性、 6 2% に多剤耐性が 認められて 

おり、 薬剤耐性が慢性排菌者の 大きな要素となっていることがうかがえる。 

同調査によると、 平成「 0 年度に登録された 培養陽性肺結核患者 3   3 4 2 名 中 、 薬 

剤 感受性検査結果を 保健所において 把握されている 者が「 ， 9 「 2 名であ り、 このうち 

多剤耐性と判断された 者は「 1 8 名であ った。 これは、 新規登録患者のうち 結核ではな 

いと考えられた 4, 6 2 「名を除く 3 6. 4 2 1 名のうちおよそ 0. 3% を占める。 

㌔ ォ 、 ユ "". ノ 



精神病床の基準病床数の 算定式の見直し 

@ 

● 

● 

Hl5.5 精神保健福祉対策木部の 中間報告「 精 

神保健福祉の 改革に向けた 今後の対策の 方向   

において、 「医療計画の 見直しに反映させるた 

め 、 病床のあ り方を検討」と 提言。 

Hl5.9 ～ H16.8 精神病床等に 関する検討会にお 

いて、 精神病床の基準病床数の 算定式のあ り方 

ほ ついて検討。 

H16.9 上記を踏まえ、 精神保健福祉対策本音   

( 木部長 : 厚生労働大臣 ) において、 「精神保健 

医療 福 ネルの改革ビジョン」をとりまとめ。 
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算定式の見直しの 視点， 

れコ 

良質な医療を 効率的に提供し 退院を促進する 体制づくりに 向け 

] 比較的短期で 退院する 群と 、 歴史的に長期に 入院して 
いる 群等 が存在することを 前提とした計算式へと 見直す。 

2  現状追認的なものか ら、 退院率等の将来目標を 設定 し 

段階的に地域差の 解消を促す算定式へと 見直す。 県 3 者 日 道 府 県の 実 態に応じて， 各 者 は 道 府 力ミ 目標設定 争こ 
ついて、 一定の自由度を 確保する算定式へと 見直す。 

4  各医療機関の 病床利用の目標設定等、 他の目的に活用 
できる普遍的なものへと 見直す。 



し 。 

新しい算定式の 枠組み 
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平均残存率 :1 年以内の退院 ( 残存 ) 曲線が囲む面積と 同じとなるよう ，各月の残存率を 平均したもの。 
平均残存率に 毎年の新規入院患者数を 乗じて得た数 は 、 1 年以内入院患者にかかる 必要病床数となる。 

退院率 :1 年以上の在院患者から 退院する者の 数を 1 年 以上の在院患者数で 除したもの。 
退院率に可 年 以上の在院患者数を 乗じて得た数は、 1 年以上の在院患者からの 毎年の退院数となる。 
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25   
平成「「年 づ 平成 14 年調査の増加 ( 当該期間の 

新入院 一 退院 ) 患者数 : 約 3 万 4 千 300 人 (,M 年 未 

満の者 : 約 2 万 1 千 400 人 ) 
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精神病床等に 関する検討会開催要綱 
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精神病床等に 関する検討会構成員 

社団法人 全国社会保険協会連 木ム 
『コニ " 理事長 

社団法人 全国自治体病院協議会精神科特別会長 
部会 
社団法人 日本看護協会 専務理事 

日本精神保健福祉士協会 監事 

中部学院大学 教授 

社団法人 日本精神神経科診療所協会 理事 

社団法人 日本精神科看護技術協会 第一副会長 
H1 6. 7 ～ 

日本総合病院精神医学会 理事 

社会福祉法人 全国精神障害者社会復帰施設理事長 
協会 
国立精神・神経センター 名誉総長 
財団法人 精神・神経科学振興財団 理事長 
学校法人藍野学院 藍野大学 学長 
健康保険組合連 ムム 

口呑 常務理事 

社団法人 日本精神科病院協会 副会長 

全国衛生部長会 

日本医師会 常任理事 

読売新聞東京本社編集局解説部 次長 

社団法人 日本精神科病院協会 冨 l] 会長 
H1 6. 4 ～ 

福岡県精神障害者連絡会 事務局長 

NPO 大阪精神医療人権 センター 事務局長 

社団法人 日本精神科病院協会 副会長 
～ H1 6 3 

社団法人 日本精神科看護技術協会 常務理事 
-Hl6     

( 五十音順、 敬称略 ) 
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精神保健福祉対策本部の 設置について 

1.  趣旨 

我が国の精神保健医療福祉は、 数次にわたる 精神保健福祉法改正、 障害者プランの 

実施等により、 一定の改善が 図られてきているものの、 依然として社会的入院の 存在 

や社会復帰施設・サービスの 不足、 病床数の多さ、 国民の理解不足等の 間 題 が指摘さ 

れている。 

このため、 社会保障審議会の 検討結果を踏まえ 新たな「障害者基本計画」及び「障 

害者プラン」が 策定されることとなっており、 これに基づき、 各種施策の推進を 強力 

に 図っていくこととしている。 

また、 国会での心神喪失者等医療観察法案の 審議においては、 社会的入院を 1 0 年 

以内に解消すべく 総合的な対策を 推進することや、 一般精神医療の 質を向上させるこ 

となどの指摘が 強くなされているところであ る。 

こうした状況を 踏まえ、 これらの課題について、 計画的かっ着実な 推進を図るため、 

厚生労働省内に「精神保健福祉対策本部」を 設置する。 

2. 主な課題 

0 「障害者プラン」の 計画的かっ着実な 推進 ( 特に社会的入院の 解消に向けた 施策 

の 推進 ) 

①住まいの確保、 精神障害者社会復帰施設の 確保、 精神障害者居宅生活支援事 

業の充実 

②精神科フライマリケアの 充実等、 地域における 精神保健医療体制の 充実 

③地域における 介護，福祉サービス 利用の促進 

④精神疾患への 正しい理解の 促進と心の健康対策の 推進 等 

0 その他、 一般精神医療の 質の向上など 心神喪失者等医療観察法案の 修正案附則第 

3 条に掲げられた 諸問題への対応 

①精神病床の 機能分化の推進等による 良質な精神医療の 確保 

②措置入院のあ り方の改善 等 
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く 対策本部 ノ 

本部長 : 厚生労働大臣 

本部長代理 : 厚生労働 副 大臣 

副本部長 : 事務次官、 厚生労働審議官 

本部員 : 官房長 

医 政局長 

健康局長 

安全衛生部長 

高齢・障害者雇用対策部長 

社会・援護局長 

障害保健福祉部長 ( 事務局長 ) 

老健局長 

保険局長   
i く 関係 課ノ 

大臣官房 総務 謀 

医 政局 総務課、 指導 課 、 看護 課 

健康居 総務課 ( 地域保健室・ 保健指導 室 ) 

安全衛生部 労働衛生課 

高齢，障害者雇用対策部 障害者雇用対策課 
社会・援護局 保護課、 地域福祉課 

障害保健福祉部 企画課、 

精神保健福祉課 ( 庶務担当 ) 

老健 局 総務課、 計画課、 振興課、 老人保健課 ; 

保険 局 総務課、 医療 課 
． - - - - - - - - - - - - - - - . - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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